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福山市教育委員会会議録（第６回） 
 

 １ 招集年月日 ２０２２年（令和４年）８月２４日（水） 

  午後２時００分 

 

 ２ 場   所 教育委員室 

 

 ３ 出 席 委 員      ５名 

出席又は欠席 席番 名  前 

出 席 １ 三 好 雅 章 

出 席 ２ 金   仁 洙 

出 席 ３ 神 原 多 恵 

出 席 ４ 横 藤 田  晋 

出 席 ５ 小 丸 輝 子 

 

 ４ 会議に出席した事務局職員 

 

 

 ５ 会議の書記 

教育総務課総務政策担当次長 西 岡 雅 之 

教育総務課職員 岡 田 真 奈 

 

  

管理部長 藤 井 紀 子 

管理部参与 佐 藤 元 彦 

学校教育部長 井 上 博 貴 

教育総務課長 久 保 正 敬 

学校再編推進室主幹 井 上 誠 之 

中央図書館長 延 近 久 恵 

学事課長 亀 山 貴 治 

学びづくり課長 本 宮 政 尚 

福山中・高等学校事務長 前 田   満 

保育施設担当部長 村 上 寿 広 

保育環境整備担当課長 伊豆田 誠 治 

保育指導課長 村 上 洋 子 
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 【開会時刻 午後２時００分】 

三好教育長 それでは，ただいまから，２０２２年度（令和４年度）第６回福山市教

育委員会会議を開会いたします。 

 本日の議案ですが，議第３５号及び３６号は議会提出案件のため，議第

３７号及び３９号から４１号までは人事案件のため，議第３８号は，公開

時期が定められているため，福山市教育委員会会議規則第１３条第１項の

規定により秘密会として審議し，審議の順番は公開する案件の後としたい

と考えます。 

また，議第３９号及び４１号までは教職員の人事案件のため，最後に関

係者のみで行いたいと考えますが，御異議はございませんか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

三好教育長 御異議なしということで，これらの案件は秘密会とし，その他の案件は

公開といたします。 

 では，まず初めに，日程第１ 教育委員会会議録の承認についてです。 

２０２２年７月２９日開催の第５回教育委員会会議録について，何かご

ざいますか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

三好教育長 御異議ないようですので，教育委員会会議録を承認することとし，会議

終了後，委員の皆さまの署名をお願いいたします。 

 次に，日程第２ 教育長の報告についてです。 

資料の１ページをお願いします。 

２２日に初任者研修に行きました。小学校７４名，中学校２５名，計９

９名が一同に会しましたが，密にならないよう，広い会場が使用され，ま

た，内容によって会場を分けてリモートでつなぐということで行いまし

た。 

私が担当したのは初任者との対話です。初任者からの質問に答えたり，

私が初任者に質問したりといったやりとりを，中学校グループ１時間，小

学校グループ１時間で行いました。 

１学期間をとおして自分でうまくいったと思うことや，難しかった，な

かなかうまくできなかったといった思いが語られました。それから，９月

を迎えるにあたってなんとなく気が重いなという気持ちを持っている初任

者もけっこういました。そうしたやりとりの中で，やめたいと思ったこと

はありますかという質問があったので，何度もありますというような話も

しました。また，うまくいったと思っていても本当にそうなのか，うまく

いってないと思っていてもそんなことはないんじゃないかというようなや

りとりをしながら，先生の仕事って大変だけどとってもいい仕事だと思い

ますよということを伝えました。振り返ってみても，辛かったこと，やめ

たいと思ったことはいっぱいあるけれども，子どもたちとのいろんなエピ

ソードやうれしかったことが力になって今に至っているという話をしまし

た。しんどい中でもそんな思いを持ちながらまた９月をスタートしましょ

うということで，私なりに話を聞きながら，伝えられることは伝えたいと

いう思いで今回の時間をもちました。こうした初任者の思いは当然だと思

いますので，教育委員会としてもそのあたりをしっかりと受け止めて，で

きる支援をしていきたいと改めて思いました。 

以上です。 

 続いて，事務局からの報告をお願いします。 
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延近中央図書

館長 

資料の２ページをお願いします。 

図書館の臨時休館について御説明いたします。 

休館となる図書館は神辺図書館でございます。 

当館は，１９９６年（平成８年）１１月に開館し，２５年が経過してお

ります。これまで空気調和設備の故障時には，修理部品が入手できないな

ど迅速な修理が困難な状況が発生しておりましたが，この度，空気調和設

備の更新工事を行うこととなりました。 

これに伴い，工事期間中の２０２２年（令和４年）１１月２２日から１

２月１９日までの２８日間，福山市図書館条例第３条の２の規定に基づ

き，休館するものでございます。なお，期間前後の１１月１５日，１２月

２０日の館内整理日は，通常，休館ですが，開館することとします。 

周知につきましては，広報「ふくやま」１１月号・１２月号，市及び図

書館ホームページへの掲載，館内掲示等を行ってまいります。 

以上です。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 それでは，次に，日程第３ 議第３３号 教育に関する事務の管理及び

執行状況の点検及び評価についてを議題とします。 

説明をお願いします。 

 

久保教育総務

課長 

資料３ページをお願いいたします。 

議第３３号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に

ついて御説明いたします。 

本件は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき，２０２１

年度（令和３年度）の教育委員会の活動状況及び２０１７年（平成２９

年）３月策定の第二次福山市教育振興基本計画に基づく就学前教育，学校

教育，生涯学習・社会教育，文化財の４つの分野それぞれの取組につい

て，その報告書を作成し，議会に提出するとともに公表するものです。 

報告書の内容については，６月２４日の教育委員会会議で御協議いただ

き，その際の御意見を踏まえた修正や，その後，教育に関し学識経験を有

する方から意見聴取を行い記載しましたので，変更点などを御説明しま

す。 

別冊資料１の２０２２年度（令和４年度）教育委員会点検・評価報告書

を御覧ください。 

８ページ以降の「就学前教育」から「文化財」までの全分野について，

コロナ禍の影響を踏まえながら，評価等の見直しを行いました。 

例えば学校教育では，１１ページの基本施策１「自ら考え学ぶ授業」の

推進について，状況や数値目標に対する到達度を見る中で，「評価」を

「一部達成」から「未達成」に修正する一方で，伸びを実感できる非認知

能力については，１５ページ上の「自ら考え学ぶ授業」の定着の状況を示

す表に，区分を追加して数値の伸びを示すなど，主な取組の成果を示す根

拠を明らかにしました。 

１３ページにお戻りいただき「今後のアクション」は，取組成果を，数

値と変容や伸びの過程の両面から評価できるよう，評価指標の見直しを行

ったことを記載しました。他の基本施策についても同様に再評価していま

す。 

４９ページからの新型コロナウイルス感染症への対応等については，２
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０２０年３月以降の，学校における休業等の対応や，児童・生徒の感染状

況，各施策への影響などを一覧にまとめました。 

５６ページを御覧ください。 

学識経験者からの意見は，福山市立大学副学長 伊澤 幸洋様，社会教

育委員 永久 洋子様，福山市ＰＴＡ連合会会長 藤井 裕久様，以上３

名からいただきました。 

主なものとして，点検及び評価全般については，「コロナ禍で制約条件

が多い状況にあって，それぞれの活動が精力的に展開されたことへの評

価」や，就学前教育では，「小学校との接続を重視し，有効性と実効性の

ある教育課程の編成に本格的に着手する必要がある。」という意見，学校

教育では，「学力の捉え方について，全国学力・学習状況調査を指標とす

ることの再検討」や，「基礎学力・理解力の習得の大切さ」，「教員のやり

がいの向上を求める。」意見，生涯学習・社会教育では，「電子図書貸出サ

ービスの導入などの取組への評価」や，「コロナ禍での社会教育の進め方

について」の意見，文化財では，「調査研究事業への評価や，築城４００

年事業で高まった文化財保護の機運を今後に生かすことを求める」意見を

いただいており，今後の取組に生かしてまいります。 

本報告書については，本日，御承認いただきましたら，市議会へ８月２

６日に報告する予定です。 

説明は以上です。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 ないようですので，お諮りします。 

議第３３号は，原案どおり可決してよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，議第３３号は原案どおり可決しました。 

 それでは，次に，日程第４ 議第３４号 ２０２３年度（令和５年度）

に使用する福山市立小学校，中学校及び義務教育学校（特別支援学級）用

教科用図書の採択についてを議題とします。 

説明をお願いします。 

 

本宮学びづく

り課長 

議第３４号 ２０２３年度（令和５年度）に使用する福山市立小学校，

中学校及び義務教育学校（特別支援学級）用教科用図書の採択について御

説明いたします。 

特別支援学級に在籍する児童生徒は，その障がい等の状態が様々である

ため，各学校において，児童生徒の実態を踏まえた教育課程を編成しま

す。知的発達に遅れのない児童生徒は，小・中学校学習指導要領に準じた

教育課程により，教科用図書，いわゆる教科書は，通常の学級の児童生徒

と同じものを使用します。知的発達に遅れのある児童生徒は，特別支援学

校学習指導要領を参考にした教育課程により，教科書は，児童生徒の実態

に応じたものを選定し，使用します。 

始めに，特別支援学級で使用する教科書について説明します。 

別冊資料２の１ページを御覧ください。 

特別支援学級においては，児童生徒の実態を踏まえた教育課程に応じ，

１から３の教科書の中から，適切なものを使用します。「１ 文部科学省

検定済教科書」は，通常の学級で使用している教科書です。知的障がいの
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ある児童生徒が使用する場合は，原則として，下の学年の教科書を使用し

ます。資料の２ページが，２０２３年度（令和５年度）に本市小中学校で

使用する検定済教科書の一覧です。 

１ページに戻ります。「２ 文部科学省著作教科書」は，文部科学省が

著作の名義を有する知的障がい特別支援学校用に作成された教科書です。

児童生徒の実態により，１の検定済教科書の使用が適切でない場合に使用

します。資料の３ページを御覧ください。これは，２０２３年度（令和５

年度）に使用する著作教科書の一覧です。著作教科書は，国語，算数・数

学，音楽の３教科があります。それぞれの教科につき，難易度に応じて☆

１から☆５までがあります。☆１から☆３は，主に，特別支援学校の小学

部で，☆４と☆５は，主に，中学部で使用されます。小学部・中学部とも

に，学年によって難易度が決まるのではなく，児童生徒の実態に応じて，

目標・内容を設定し，それに伴って教科書を選択します。 

１ページに戻ります。 

「３ 学校教育法附則第９条第１項の規定による教科用図書」は，児童

生徒の実態により，１の検定済教科書や，２の著作教科書の使用が適切で

ない場合に使用します。児童生徒の発語の状況，社会性や興味・関心，言

葉や数の概念など，一人一人の実態，現在使用している教科書の活用状

況，過去の教科書の給与状況といった点を踏まえ，校内の教科書選定会議

の話合いで選定します。小学校 1 年生については，小学校と就学前施設，

中学校については，小学校と連携しながら，入学先の学校が，児童生徒に

合った教科書を選定します。 

１の検定済教科書は，すでに採択済みです。２の著作教科書は，国語，

算数・数学，音楽それぞれ１種類しかないため，選定した場合は，その教

科書を使用することとなります。そこで，本日は，この「学校教育法附則

第９条第１項の規定による教科用図書」の採択を御審議いただきます。委

員の皆様の前には，見本として，２の著作教科書と３の学校教育法附則第

９条第１項の規定による教科用図書の一部を用意しています。御参照くだ

さい。 

それでは，４ページを御覧ください。 

ここからは，各学校から申請された教科書について，選定理由書などを

取りまとめた「採択資料」です。 

５ページを御覧ください。 

学校教育法附則第９条第１項の規定による教科用図書の，学校からの申

請状況です。「―」は，教育課程への位置付けがなく，教科書の採択が必

要のないことを示しています。種目ごと，児童生徒一人につき，１冊を採

択することになっています。申請点数の合計は，小学校４４９点，中学校

１９２点，計６４１点です。小学校の「生活」は，知的障害特別支援学校

の教育課程に位置付けられている「生活」で，小学校１・２年生の教科で

ある「生活」とは異なり，全学年で学習する内容です。挨拶やきまりな

ど，生活全般で学ぶことや，理科的な内容，社会科的な内容もあるため，

学年によって１～３冊を使用することができます。そのため，他種目より

多くなっています。 

６ページを御覧ください。 

小学校「国語」用として，学校から申請された図書名と主な選定理由で

す。障がいの状態や発達段階などを考慮し，日常生活との関連，写真やイ

ラストの使用，文字の大きさなどの視点で選定し，その理由を記載してい

ます。９ページは「地図」，１０から１２ページは「算数」というよう

に，教科・種目ごとに，図書名と主な選定理由を記載しています。 

４０ページからは，中学校です。 

以上，各学校が，特別支援学級の知的発達に遅れのある児童生徒一人一
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人の実態に応じて選定し，申請している「学校教育法附則第９条第１項の

規定による教科用図書」について，採択していただきますよう，よろしく

お願いいたします。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

神原委員 直接，採択とは関係ないのですが，附則９条１項の教科用図書を利用す

る子どもは小学生と中学生がそれぞれ何人いるのかはわかりますか。一人

の児童が複数の教科で使っている場合もあると思います。子どもの人数に

着目すると何人かというのを，参考までにわかればと思ったのですが，ど

うですか。 

 

本宮学びづく

り課長 

今，手元に人数の資料はないのですが，各学校から，一人の児童がこの

教科は附則９条の教科書を使いますという申請が届きますので，確認する

ことは可能です。その障がいの状況に応じた教科書が選ばれているかどう

かを，事務局と学校とで連携しておりますので，障がいの状況と関連した

教科書を提供するよう取り組んでいます。 

 

三好教育長 人数の確認には時間がかかりますか。 

 

本宮学びづく

り課長 

今日中というのは難しいので，お時間をいただければと思います。 

 

神原委員 わかりました。 

もう一つ確認なのですが，申請状況を見ると「生活」の人数が多いなと

いうところが気になっていたのですが，さきほど説明していただいたので

だいたいわかってきました。要するに，本来，「生活」という教科書でイ

メージする内容の他に，社会とか理科の内容もこの「生活」というところ

にカウントされていて，一人の子が３冊まで使うことができるから，結

局，９倍くらい多いのかな。だから，数字の上ではとびぬけて増えている

けれども，結果的には他とそう違わないというところで，理解としては正

しいですかね。 

 

本宮学びづく

り課長 

知的の発達に遅れがある子どもたちにとって，教科に分けて勉強するこ

とがとても困難な時があります。その中で，日常生活とつなげることによ

って理科的な内容や社会的な内容，さらには基本的な生活習慣であった

り，人とのかかわりといった項目が，この特別支援学級の「生活」という

教科の内容となっています。低学年では１冊，中学年では２冊，高学年で

は３冊採択することができます。発達段階に応じてそのように冊数が振り

分けられているということになっております。 

 

三好教育長 他にいかがでしょうか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 ないようですので，お諮りします。 

議第３４号は，資料のとおり採択してよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，議第３４号は資料のとおり採択しました。 
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金委員 すみません，報告事項のところで，図書館の臨時休館について質問させ

てください。４週間休む中で，その間，地域にどういうサービスをするの

か，もしくは全くしないのか。約１か月休むとなると，なかなか地域の人

も不便だと思います。ネットによるサービスは実際に図書館に行かなくて

も利用できると思いますが，そういった計画はありますか。 

 

延近中央図書

館長 

予約の受付は通常どおりできますが，神辺図書館での受取ができないの

で，他の図書館に取りに行っていただくことになります。また，電子図書

については常に利用していただけますので，それで対応させていただきま

す。 

 

金委員 それはどこからアクセスできますか。 

 

延近中央図書

館長 

どの図書館のホームページからでもアクセス可能です。 

 

金委員 建物には入れないという状況なので，その間業務はできないということ

だと思うのですが，職員の方はどうされるのですか。 

 

延近中央図書

館長 

通常の本の修正や，閉架書庫の整理などを行います。 

 

金委員 わかりました。それでは，電子図書等についてはサービスが可能だとい

うことですね。それと，他の図書館に行って借りることもできるというこ

とですね。そのあたりについて，休館にはなるけども，こういうことがで

きるということを広報したほうがいいのではないかなと思いますね。 

 

三好教育長 それでは，これより秘密会とします。 

傍聴人は退席してください。 

 

 （傍聴人 退席） 

 

 予定しておりました議案は全て審議いたしましたが，他に何か，ありま

すでしょうか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 ないようですので，本日の教育委員会会議はこれで終わります。 

 

 【閉会時刻 午後３時４０分】 

 

 


